
自動運航船の自動化レベルについて

－27－ 

自動運航船の自動化レベルについて

福戸 淳司＊

1．はじめに

現在，急速に進展したICTやセンサ技術を背景に，

航行の安全性の向上と海上での労働環境の改善を目

的に自動運航船の研究開発が進んでおり，日本のみ

ならず世界各国で実用化に向けた実証実験等が行わ

れ，数年以内に実用化される勢いである。日本にお

いても， 2019年より日本財団の助成のもと，

MEGURI2040プロジェクト（無人運航船の実証実

験にかかる技術開発共同プログラム）が進められて

おり，2021年度末までに，同プロジェクトに参加

した5つのコンソシアムで6隻の無人運航船の実証

が行われる。

一方，こうしたシステムの実用化においては，社

会に受け入れられることが重要であり，受容性を高

め普及させるためには，自動運航船を知ってもらい，

自動運航船を安全なものと理解してもらう必要があ

る。（一財）日本船舶技術研究協会は，無人運航船

の実用化を支え，その社会における受容性を高め，

普及を支援するため，2020年度より4年計画で，日

本財団の助成のもと，MEGURI2040プロジェクト

と連動して，「無人運航船に係わる安全性評価事業」

を実施している。本事業では，MEGURI2040プロ

ジェクトの実証実験の事前評価及び安全評価を行う

安全評価環境の整備を行うとともに，無人運航船の

実現時に必要となる安全上の要件を取りまとめ，自

動・遠隔及び無人運航を統一して取り扱うガイドラ

インを策定する事となっている。

ここまで，無人運航船あるいは自動運航船といっ

た言葉を使ってきたが，この言葉からイメージされ

る船舶あるいは操船のイメージは必ずしも固まって

いない。例えば，無人運航船についても，無人とは

何を意味しているのか？，運転時に船員の介入はあ

るのか？等，人により想定しているイメージが異な

る。特に，人との関わりを考慮した操船の形態には，

手動操船から，完全自動操船まで多様な形態があり，

開発や評価の対象となる自動操船（運転）システム

がどの形態であるのか等システムのイメージについ

て関係者間で共通の認識を持つ必要がある。

このため，本報告では，自動化システムとこれを

＊ 一般財団法人 日本船舶技術研究協会

用いる運転員との関わりを定義する自動化レベルと

その要件について報告する。

2．制御モードと自動化レベルについて 

一般に，船舶の操船等制御対象を望む状態に移

行・保持するようなタスクを運転員が実施する際は，

運転員は制御対象の情報を自身の五感を通じて収集

し，収集した情報を基に状況を認識し，実行すべき

行動を判断する。次に，制御システムを通じて実行

内容を制御対象のアクチュエータに指示し制御対象

の行動変化をもたらす。このループを繰り返すこと

によりタスクを実現する。さらに，制御対象が大き

い場合あるいは遠隔にある場合は，制御対象の情報

は自身の五感の他，センサで収集し表示器に統合表

示して得る事となる。この制御ループは，制御対象，

センサ，情報表示器（ディスプレー），運転員，制

御器（コントローラ）及びアクチュエータから構成

される。自動化はこのループの中に制御システムが

入り，運転員に代わり，センサ情報の統合表示や行

動判断及びその行動を実現する操作指示を行う。

この制御には，導入される制御システムと人間の

関わりにより手動から完全自動までいくつかの段階

がある。Sheridanは，遠隔ロボットの監視制御

（Supervisory control）の研究等を通じて，図1に示

す制御モード1)を定義している。

図中(a)は，「手動制御モード」の状況を表す。図

中(b)は，制御システムがループ中に入り情報の収

図1 制御モードの範囲1) 
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集・表示を行うと共に運転員が設定した制御コマン

ドをアクチュエータに伝えるが，制御自体は運転員

が行う。(c)及び(d)は制御の一部を制御システムが

担うもので，制御システムで小さいループを形成し

ており，(c)は，運転員のループが主，制御システ

ムのループが補助となっており，(d)では，制御シ

ステムのループが主，運転員ループが補助となって

いる。この制御モードは，「監視制御モード」と呼

ばれており，運転員は，制御対象と制御システムの

動作を監視し，必要に応じて，制御コマンドを出す

ことにより，制御システムの制御に介入して制御目

標を実現する。最後の(e)は，「完全自動制御モード」

で，運転員は，情報表示器を介して制御対象と制御

システムの動作の監視はできるが，制御システムへ

の介入はできない。この制御モードの考えは，運転

員がどのように制御に関わっているかを表す指標と

なる。 
さらに，Sheridanは，自動制御システムと運転

員の関わりを示すレベルとして，10段階の自動化

レベル1)を示した。この自動化レベルは，運転員が

与えられる情報と取り得る操作方法を中心にまとめ

られている。表1にこの自動化レベルを示す。 
 

表1 Sheridanの自動化レベル1) 2) 

自動化
レベル 定義 

1 システムの支援なしに，全てを人が実
行。 

2 システムは全ての選択肢を提示し，人は
その内の1つを選択して実行。 

3 システムは有効な少数の選択肢を提示。
それらのいずれかを実行するか否かは人
が決定し，全てを人が実行。 

4 システムは可能な選択肢の中から1つを
選びこれを人に提案。それを実行するか
否かは人が決定し，全てを人が実行。 

5 システムは1つの案を人に提示。人が了
承すれば，システムが実行。 

6 システムは1つの案を人に提示。人が一
定時間内に実行中止を指令しない限り，
システムはその案を実行。 

6.5 システムは1つの案を提示すると同時
に，その案を実行。 

7 システムが全てを行い，何を実行したか
を人に報告。 

8 システムが全てを決定・実行。人による
問い合わせがあれば，何を実行したかを
報告。 

9 システムが全てを決定・実行。何を実行
したかを人に報告するのは，報告の必要
性をシステムが認めた時のみ。 

10 システムが全てを決定・実行。 
 

なお，表1には，自動化により引き起こされる驚

きを緩和する目的で追加したレベル6.5を加えた11
段階の自動化レベル2)を示す。 

ここで，人との関わりで大きく変わる段階として

は，以下がある。 
(1) レベル1と2の間で，制御の方針決定の参考と

なる支援情報の提供の有無。 
(2) レベル4と5の間で，人による制御の実行から，

システムによる制御に移行。 
(3) レベル6と7の間で，人による介入手段がなく

なると共に，システムは制御結果の報告のみ

を行う。 
(4) レベル9とレベル10の間では，人への報告さ

えも行わなくなる。 
制御モードの観点から見ると，レベル1からレベ

ル4までが手動制御モード，レベル5からレベル6ま
でが監視制御モード，レベル6.5以降が完全自動制

御モードとなる。 
このSheridanの自動化のレベルは，航空機や原

子力プラントの運転の自動化についてのヒューマン

ファクタの検討に利用されている他，米国NHTSA 
（National Highway Traffic Safety Administration）
の自動化レベル2および3の自動運転概念のヒュー

マンファクタの検討3)においても，最も広く使用さ

れている自動化システムの分類法として紹介されて

いる。このように，Sheridanの自動化のレベルは，

手動制御から完全自動制御までをカバーし，経験の

少ない無人運航船の自動化レベルの設定に際し，そ

の定義および定義の設定時に考慮すべき事項の検討

に資すると考えられる。 

3．他の輸送機関の自動化レベル 

ここでは，船舶以外の自動化レベルとして，自動

車の運転自動化レベルおよびドローンの飛行レベル

について報告する。 
3.1 自動車の運転自動化レベル 

自動車の運転自動化レベルは，2010年代の初め

から 2015年頃まで，German Federal Highway 
Research Institute（BASt）4)，National Highway 
Traffic Safety Administration （ NHTSA ） 5) ，

Society of Automotive Engineers（SAE）6)等の機

関で独自に作成されていた。 
2016年になると，NHTSAおよびEuropean Road 

Transport Research Advisory Council（ERTRAC）

は，SAEの文書 SAE J3016で定義された運転自動

化レベル（LoDA：Level of Driving Automation）
を採用するとの判断があり，以降，自動運転システ
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ムの運転自動化レベルは，世界的にSAEのレベル

が採用されるようになった。 
3.1.1 SAEの運転自動化レベル 

SAEの最初の運転自動化レベルは，2014年に

SAE J3016（2014）6)として，陸上の自動車を対象

に発表された。 
運転自動化レベルは，運転自動化システムの分類

法で，運転員と運転自動化システムの相互の役割の

違いで，レベルを分類しており， SAE J3016
（2014）6)では，表2の6つの分類になっている。 

 
表2 SAEの2014年度版運転自動化レベルの概要 

運転自動
化レベル 定義 

運転員が環境監視 
LoDA 1  
手動 

運転員が，全ての動的運転タスクを
行う。 

LoDA 2  
運転員支
援 

システムが操舵操作か加減速のどち
らかを運転支援し，残りの動的運転
タスクを運転員が実施する。 

LoDA 3  
部分自動 

システムが操舵操作と加減速のどち
らも運転支援し，残りの動的運転タ
スクを運転員が実施する。 

自動運転システムが環境監視 
LoDA 4  
条件付き
自動 

いくつかの運転モードでシステムが
全ての動的運転タスクを行う。緊急
時は運転員が介入。 

LoDA 5  
高度自動 

運転員が介入要求に応答しない場合
でも，いくつかの運転モードで全て
の動的運転タスクを行う。 

LoDA 6  
完全自動 

全ての運転モードで，全ての動的運
転タスクをシステムが全て操作。 

 
表中の「運転モード」とは，運転シナリオのタイ

プを表し，高速道路走行や渋滞運転等が挙げられる。

ま た ，「 動 的 運 転 タ ス ク 」（ DDT ： Dynamic 
Driving Task）は，自動車を運転するために必要な

機能を表し，例として加減速，レーン保持等が挙げ

られる。 
なお，SAE J3016は，過去2回の改訂があり，第

3版が2021年4月に公開された。これまでの主な追

加事項としては，以下が挙げられる。 
・ LoDA へ の フ ォ ー ル バ ッ ク 機 能 （ DDT 

Fallback）の関連付け 
・自動化システムである自動運転システム

（ADS：Automated Driving System）の遠隔

制御を含む機能の明確化 
・自動化システムの限界と限界を超えた時の対応

を自動化レベルに組み込むための，運用設計ド

メイン（ODD：Operational Design Domain）
の概念の導入 

・障害物およびイベント検出・対応（OEDR：

Object and Event Detection and Response）
サブタスクの概念の導入 

・運転における3つの主要な役割であるユーザー，

運転自動化システム，およびその他の車両システ

ムとコンポーネントについての詳細記述の追加 
 
LoDAを分けるファクタは，追加した項目をもと

に，下記のようにまとめることができ，表3に示す

2021年に改定されたSAEの運転自動化レベルの定

義7)には取り込まれている。 
a) 運転自動化システムが，DDTの縦方向または

横方向の車両運動制御サブタスクを実行する

かどうか。 
b) 運転自動化システムが，DDTの縦方向と横方

向の両方の車両運動制御サブタスクを同時に

実行するかどうか。 
c) 運転自動化システムがDDTのOEDRサブタス

クも実行するかどうか。 
d) 運転自動化システムがDDTフォールバックも

実行するかどうか。 
e) 運転自動化システムがODDによって制限され

ているかどうか。 
 
表3 SAEの2021年版運転自動化レベルの概要 

運転自動
化レベル 定義 

LoDA 0  
運転の自
動化なし 

アクティブセーフティシステムによ
る支援も含めた，DDT全体の運転員
による運転。 

LoDA 1  
運転支援 

運転自動化システムが動的運転タス
クの内の横方向または縦方向の車両
運動制御サブタスクをODD範囲内で
実施し，その他のタスクを運転員が
実施することによる持続的な運転。 

LoDA 2  
部分的な
運転自動
化 

運転自動化システムが動的運転タス
クの横方向および縦方向の車両運動
制御サブタスクをODD範囲内で実施
し，運転員が障害物検出タスクを実
施するとともに運転自動化システム
を監視制御する持続的な運転。 

LoDA 3  
条件付き
運転自動
化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクをODD内で実施し，フォー
ルバック要員が運転自動化システム
の介入要求の他，他のシステムの不
具合にも対応することによる持続的
な運転。 

LoDA 4  
高度な運
転自動化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクとフォールバックをODD内
で実施することによる持続的な運
転。 

LoDA 5  
完全な運
転自動化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクとフォールバックを実施す
ることによる持続的な運転。 
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集・表示を行うと共に運転員が設定した制御コマン

ドをアクチュエータに伝えるが，制御自体は運転員

が行う。(c)及び(d)は制御の一部を制御システムが

担うもので，制御システムで小さいループを形成し

ており，(c)は，運転員のループが主，制御システ

ムのループが補助となっており，(d)では，制御シ

ステムのループが主，運転員ループが補助となって

いる。この制御モードは，「監視制御モード」と呼

ばれており，運転員は，制御対象と制御システムの

動作を監視し，必要に応じて，制御コマンドを出す

ことにより，制御システムの制御に介入して制御目

標を実現する。最後の(e)は，「完全自動制御モード」

で，運転員は，情報表示器を介して制御対象と制御

システムの動作の監視はできるが，制御システムへ

の介入はできない。この制御モードの考えは，運転

員がどのように制御に関わっているかを表す指標と

なる。 
さらに，Sheridanは，自動制御システムと運転

員の関わりを示すレベルとして，10段階の自動化

レベル1)を示した。この自動化レベルは，運転員が

与えられる情報と取り得る操作方法を中心にまとめ

られている。表1にこの自動化レベルを示す。 
 

表1 Sheridanの自動化レベル1) 2) 

自動化
レベル 定義 

1 システムの支援なしに，全てを人が実
行。 

2 システムは全ての選択肢を提示し，人は
その内の1つを選択して実行。 

3 システムは有効な少数の選択肢を提示。
それらのいずれかを実行するか否かは人
が決定し，全てを人が実行。 

4 システムは可能な選択肢の中から1つを
選びこれを人に提案。それを実行するか
否かは人が決定し，全てを人が実行。 

5 システムは1つの案を人に提示。人が了
承すれば，システムが実行。 

6 システムは1つの案を人に提示。人が一
定時間内に実行中止を指令しない限り，
システムはその案を実行。 

6.5 システムは1つの案を提示すると同時
に，その案を実行。 

7 システムが全てを行い，何を実行したか
を人に報告。 

8 システムが全てを決定・実行。人による
問い合わせがあれば，何を実行したかを
報告。 

9 システムが全てを決定・実行。何を実行
したかを人に報告するのは，報告の必要
性をシステムが認めた時のみ。 

10 システムが全てを決定・実行。 
 

なお，表1には，自動化により引き起こされる驚

きを緩和する目的で追加したレベル6.5を加えた11
段階の自動化レベル2)を示す。 

ここで，人との関わりで大きく変わる段階として

は，以下がある。 
(1) レベル1と2の間で，制御の方針決定の参考と

なる支援情報の提供の有無。 
(2) レベル4と5の間で，人による制御の実行から，

システムによる制御に移行。 
(3) レベル6と7の間で，人による介入手段がなく

なると共に，システムは制御結果の報告のみ

を行う。 
(4) レベル9とレベル10の間では，人への報告さ

えも行わなくなる。 
制御モードの観点から見ると，レベル1からレベ

ル4までが手動制御モード，レベル5からレベル6ま
でが監視制御モード，レベル6.5以降が完全自動制

御モードとなる。 
このSheridanの自動化のレベルは，航空機や原

子力プラントの運転の自動化についてのヒューマン

ファクタの検討に利用されている他，米国NHTSA 
（National Highway Traffic Safety Administration）
の自動化レベル2および3の自動運転概念のヒュー

マンファクタの検討3)においても，最も広く使用さ

れている自動化システムの分類法として紹介されて

いる。このように，Sheridanの自動化のレベルは，

手動制御から完全自動制御までをカバーし，経験の

少ない無人運航船の自動化レベルの設定に際し，そ

の定義および定義の設定時に考慮すべき事項の検討

に資すると考えられる。 

3．他の輸送機関の自動化レベル 

ここでは，船舶以外の自動化レベルとして，自動

車の運転自動化レベルおよびドローンの飛行レベル

について報告する。 
3.1 自動車の運転自動化レベル 

自動車の運転自動化レベルは，2010年代の初め

から 2015年頃まで，German Federal Highway 
Research Institute（BASt）4)，National Highway 
Traffic Safety Administration （ NHTSA ） 5) ，

Society of Automotive Engineers（SAE）6)等の機

関で独自に作成されていた。 
2016年になると，NHTSAおよびEuropean Road 

Transport Research Advisory Council（ERTRAC）

は，SAEの文書 SAE J3016で定義された運転自動

化レベル（LoDA：Level of Driving Automation）
を採用するとの判断があり，以降，自動運転システ
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ムの運転自動化レベルは，世界的にSAEのレベル

が採用されるようになった。 
3.1.1 SAEの運転自動化レベル 

SAEの最初の運転自動化レベルは，2014年に

SAE J3016（2014）6)として，陸上の自動車を対象

に発表された。 
運転自動化レベルは，運転自動化システムの分類

法で，運転員と運転自動化システムの相互の役割の

違いで，レベルを分類しており， SAE J3016
（2014）6)では，表2の6つの分類になっている。 

 
表2 SAEの2014年度版運転自動化レベルの概要 

運転自動
化レベル 定義 

運転員が環境監視 
LoDA 1  
手動 

運転員が，全ての動的運転タスクを
行う。 

LoDA 2  
運転員支
援 

システムが操舵操作か加減速のどち
らかを運転支援し，残りの動的運転
タスクを運転員が実施する。 

LoDA 3  
部分自動 

システムが操舵操作と加減速のどち
らも運転支援し，残りの動的運転タ
スクを運転員が実施する。 

自動運転システムが環境監視 
LoDA 4  
条件付き
自動 

いくつかの運転モードでシステムが
全ての動的運転タスクを行う。緊急
時は運転員が介入。 

LoDA 5  
高度自動 

運転員が介入要求に応答しない場合
でも，いくつかの運転モードで全て
の動的運転タスクを行う。 

LoDA 6  
完全自動 

全ての運転モードで，全ての動的運
転タスクをシステムが全て操作。 

 
表中の「運転モード」とは，運転シナリオのタイ

プを表し，高速道路走行や渋滞運転等が挙げられる。

ま た ，「 動 的 運 転 タ ス ク 」（ DDT ： Dynamic 
Driving Task）は，自動車を運転するために必要な

機能を表し，例として加減速，レーン保持等が挙げ

られる。 
なお，SAE J3016は，過去2回の改訂があり，第

3版が2021年4月に公開された。これまでの主な追

加事項としては，以下が挙げられる。 
・ LoDA へ の フ ォ ー ル バ ッ ク 機 能 （ DDT 

Fallback）の関連付け 
・自動化システムである自動運転システム

（ADS：Automated Driving System）の遠隔

制御を含む機能の明確化 
・自動化システムの限界と限界を超えた時の対応

を自動化レベルに組み込むための，運用設計ド

メイン（ODD：Operational Design Domain）
の概念の導入 

・障害物およびイベント検出・対応（OEDR：

Object and Event Detection and Response）
サブタスクの概念の導入 

・運転における3つの主要な役割であるユーザー，

運転自動化システム，およびその他の車両システ

ムとコンポーネントについての詳細記述の追加 
 
LoDAを分けるファクタは，追加した項目をもと

に，下記のようにまとめることができ，表3に示す

2021年に改定されたSAEの運転自動化レベルの定

義7)には取り込まれている。 
a) 運転自動化システムが，DDTの縦方向または

横方向の車両運動制御サブタスクを実行する

かどうか。 
b) 運転自動化システムが，DDTの縦方向と横方

向の両方の車両運動制御サブタスクを同時に

実行するかどうか。 
c) 運転自動化システムがDDTのOEDRサブタス

クも実行するかどうか。 
d) 運転自動化システムがDDTフォールバックも

実行するかどうか。 
e) 運転自動化システムがODDによって制限され

ているかどうか。 
 
表3 SAEの2021年版運転自動化レベルの概要 

運転自動
化レベル 定義 

LoDA 0  
運転の自
動化なし 

アクティブセーフティシステムによ
る支援も含めた，DDT全体の運転員
による運転。 

LoDA 1  
運転支援 

運転自動化システムが動的運転タス
クの内の横方向または縦方向の車両
運動制御サブタスクをODD範囲内で
実施し，その他のタスクを運転員が
実施することによる持続的な運転。 

LoDA 2  
部分的な
運転自動
化 

運転自動化システムが動的運転タス
クの横方向および縦方向の車両運動
制御サブタスクをODD範囲内で実施
し，運転員が障害物検出タスクを実
施するとともに運転自動化システム
を監視制御する持続的な運転。 

LoDA 3  
条件付き
運転自動
化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクをODD内で実施し，フォー
ルバック要員が運転自動化システム
の介入要求の他，他のシステムの不
具合にも対応することによる持続的
な運転。 

LoDA 4  
高度な運
転自動化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクとフォールバックをODD内
で実施することによる持続的な運
転。 

LoDA 5  
完全な運
転自動化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクとフォールバックを実施す
ることによる持続的な運転。 
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こうした分類の考え方は，a)やb)等自動車特有の

項目もあるが，自動運航船の自動化レベルを検討す

る上で，重要であり，一部の船級のガイドラインに

は取り込まれている。 
3.2 無人航空機の飛行レベル 

現在，無人航空機（人を乗せない航空機・回転翼

飛行機の内，遠隔操縦または自動操縦により飛行さ

せることができる物）の低価格化と高性能下に伴い，

回転翼飛行機である「ドローン」の普及が進んでお

り，無人での貨物輸送の担い手として，大きな期待

がかけられている。 
このドローンの利用促進と安全確保の観点から，

ドローンの自動化レベルにあたる飛行レベル8)が，

平成28年4月に開催された「小型無人機に係る環境

整備に向けた官民協議会」で設定された。 
図2に，無人航空機の飛行レベルを示す。この飛

行レベルを決めるファクタとしては，以下の3つが

挙げられている。 
(1) 操縦方法：遠隔操縦か？，あるいは自動・自

律操縦か？ 
(2) 目視範囲：飛行領域が目視範囲内（範囲外で

あっても補助者がいる場合は範囲内となる。）

か？，あるいは目視範囲外か？ 
(3) 有人地帯：飛行区域が有人地帯か？，あるい

は無人地帯（第3者が立ち入る可能性の低い

山，海水域，河川，湖沼，森林等）か？ 
飛行レベルはこの3つのファクタの組み合わせに

より，以下の4つの飛行レベルが設定されている。 
レベル1：目視視界内の操縦飛行 
レベル2：目視視界内の自動・自律飛行 
レベル3：無人地帯での目視外飛行（補助者配置

無し） 
レベル4：有人地帯（第三者上空）での目視外飛

行（補助者配置無し） 
 

 
図2 無人航空機の飛行レベル9) 

 

2021年現在，日本の航空法は，以下の空域でド

ローンを飛行させる場合，安全措置を講じて国土交

通省の許可を得る必要がある。 
空域A 空港等の周辺の上空の空域 
空域B 地表又は水面から150m以上の高さの空域 
空域C 国勢調査の結果を受け設定されている人

口集中地区の上空 
現在，飛行レベル4は，空域Cにあたり飛行を認

めていないが，今後のドローンの有効活用が望まれ

ている。このため，飛行レベル4をリスクの高い飛

行カテゴリーとして設定し，現行の飛行の許可・承

認制度を合理化・簡略化してドローンの利用促進を

進めるとともに，必要な安全性を確保するため，機

体認証及び操縦者の操縦ライセンス制度の創設，操

縦者が遵守すべき共通的な運航ルールの確立が進め

られている9)。 
この無人航空機の飛行レベルの特徴としては，操

縦方法として，遠隔操縦と自動・自律操縦を区別す

るとともに，目視の範囲であるかどうかを区別して

いることが挙げられる。こうした考え方は，今後，

自動運航船の自動化レベルを考える際に，遠隔操船

をどのように扱うかについての示唆を与える。 

4．船舶の自動化レベル 

ここでは，いくつかの組織で検討されている船舶

および各種舶用機器の自動化レベルについて，その

概要を示す。 
4.1 IMO 

国際海事機構（IMO）は，安全性および経済性

を向上すると期待される自動運航船（MASS：

Maritime Autonomous Surface Ship）の開発プロ

ジェクトの増加を考慮して，自動運航船の設計者や

所有者等に，明確で一貫性のある規制の枠組みを提

供する準備として，2018年より自動運航船に関す

る IMOの諸基準の論点整理（RSE：Regulatory 
Scoping Exercise）が行われ，その結果10)は，2021
年開催の第103回海上安全委員会に報告され承認さ

れた。この活動の中でいくつかの自動化のレベルが

示された。 
4.1.1 IMOの諸基準の論点整理のための自動

化の程度 

自動運航船に関するIMOの諸基準の論点整理に

先立ち，この論点整理を各機関で整合性を持って実

施するため，暫定的に自動運航船の定義と自動化の

程度（Degree of Automation）が設定された。以下

に，自動運航船（MASS）の定義と自動化の程度の

暫定案を示す。 

 
 
 

自動運航船の自動化レベルについて 

－31－ 

自動運航船の暫定定義： 
Maritime Autonomous Surface Ship

（MASS） is defined as a ship which, to a 
varying degree, can operate independent of 
human interaction. 

自動化の程度の暫定定義： 
DDeeggrreeee  OOnnee：自動化されたプロセス処理機能

と意思決定支援機能を持った船舶 
船員が，船上システムおよび機能を操作・

制御するために乗船する。 
DDeeggrreeee  TTwwoo：船員が乗船する遠隔制御船 

船舶は，船外から操作・制御される。船員

を船内システムや機能の操作に使用できる。 
DDeeggrreeee  TThhrreeee：船員が乗船しない遠隔制御船 

船舶は，船外から操作・制御される。船員

は船内にはいない。 
DDeeggrreeee  FFoouurr：完全自律船 

船上システムが意思決定と行動判断ができ

る。 
この自動化の程度を決めるファクタとしては，以

下の2つが挙げられた。 
(1) 操船形態：手動操船，遠隔操船，自動操船の

別 
(2) 船員搭乗の有無：船上に船員が搭乗している

か？ 
なお，この自動化の程度については，諸基準の論

点整理をする際，安全な運用と規制を検討するため

には，より詳細な自動化の程度に改善すべきとの意

見もあったが，この議論の結論を得るには時間がか

かるため，論点の整理の議論においてはこの自動化

の程度をこのまま使用し，論点の整理が終了した後

で，改めて，検討することとなった。 
4.1.2 その他の提案された自動化レベル 

前の項の自動化の程度の他，IMOの諸基準の論

点整理の議論の中で，いくつか自動化レベルが提案

された。 
1つは，オーストラリア他4カ国からの共同提案

で，諸基準の論点整理のための自動化の程度の補強

を目的とした提案11)であった。この提案では，自動

運航が，社会的，倫理的に受け入れられるためには，

自動運航船といえども人間に最終的な制御と責任が

あるべきとの考えをベースにしており，自律システ

ムは適切な資格を持つ人間の監督と責任の下にとど

まる監視制御（Supervisory Control）であるべき

と主張している。 
自動化のレベルを決定するファクタとして，技術

的な自動化のレベルと人間による運用管理が挙げら

れ，これをベースとして，自律化と制御のレベルを

設定した。具体的には，以下に示す技術的な自動化

レベルを4段階に，運用管理を2段階に設定し，こ

の組み合わせで自律化と制御のレベルを定義してい

る。 
技術的自動化レベル 

AA00：手動 
単純なタスクと機能のための個別システム

レベルの自動化を含む，船舶のシステムと機

能の手動操作と制御。 
AA11：委任 

各種機能，判断，行動には，運転員の許可

が必要。運転員は，どの段階でもシステムへ

の介入が可能。 
AA22：監視 

各種機能，判断，行動に，運転員の許可は

不要。運転員には，システムが行った全ての

決定が常に通知されると共に，どの段階でも

システムへの介入が可能。 
AA33：自律 

緊急時または船舶システムがODD外にあ

る場合，システムが運転員に通知。各種機能，

判断，行動に，運転員の許可は不要。どの段

階でもシステムへの介入が可能。 
運用管理 

BB00：資格のある船員は船上に不在 
人による意味ある監視および制御は，遠隔

から実施。 
BB11：資格のある船員が乗船 

人による意味ある監視および制御を行う船

員が乗船。 
自律化と制御のレベル（Levels of Autonomy and 

Control）は，表4に示すように技術的自動化レベル

と運用管理レベルのマトリックスとして整理される。 
例えば，表中のA2-B0は，船舶は監視レベルA2

で動いており，資格のある船員が遠隔地から操船し 
 

表4 自律性と制御のレベル 

 運用管理 
B0：資格の 
ある船員不在 

B1：資格の 
ある船員乗船 

技
術
的 

自
動
化
レ
ベ
ル 

A0：手動  A0-B1 

A1：委任 A1-B0 A1-B1 

A2：監視 A2-B0 A2-B1 

A3：自律 A3-B0 A3-B1 
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こうした分類の考え方は，a)やb)等自動車特有の

項目もあるが，自動運航船の自動化レベルを検討す

る上で，重要であり，一部の船級のガイドラインに

は取り込まれている。 
3.2 無人航空機の飛行レベル 

現在，無人航空機（人を乗せない航空機・回転翼

飛行機の内，遠隔操縦または自動操縦により飛行さ

せることができる物）の低価格化と高性能下に伴い，

回転翼飛行機である「ドローン」の普及が進んでお

り，無人での貨物輸送の担い手として，大きな期待

がかけられている。 
このドローンの利用促進と安全確保の観点から，

ドローンの自動化レベルにあたる飛行レベル8)が，

平成28年4月に開催された「小型無人機に係る環境

整備に向けた官民協議会」で設定された。 
図2に，無人航空機の飛行レベルを示す。この飛

行レベルを決めるファクタとしては，以下の3つが

挙げられている。 
(1) 操縦方法：遠隔操縦か？，あるいは自動・自

律操縦か？ 
(2) 目視範囲：飛行領域が目視範囲内（範囲外で

あっても補助者がいる場合は範囲内となる。）

か？，あるいは目視範囲外か？ 
(3) 有人地帯：飛行区域が有人地帯か？，あるい

は無人地帯（第3者が立ち入る可能性の低い

山，海水域，河川，湖沼，森林等）か？ 
飛行レベルはこの3つのファクタの組み合わせに

より，以下の4つの飛行レベルが設定されている。 
レベル1：目視視界内の操縦飛行 
レベル2：目視視界内の自動・自律飛行 
レベル3：無人地帯での目視外飛行（補助者配置

無し） 
レベル4：有人地帯（第三者上空）での目視外飛

行（補助者配置無し） 
 

 
図2 無人航空機の飛行レベル9) 

 

2021年現在，日本の航空法は，以下の空域でド

ローンを飛行させる場合，安全措置を講じて国土交

通省の許可を得る必要がある。 
空域A 空港等の周辺の上空の空域 
空域B 地表又は水面から150m以上の高さの空域 
空域C 国勢調査の結果を受け設定されている人

口集中地区の上空 
現在，飛行レベル4は，空域Cにあたり飛行を認

めていないが，今後のドローンの有効活用が望まれ

ている。このため，飛行レベル4をリスクの高い飛

行カテゴリーとして設定し，現行の飛行の許可・承

認制度を合理化・簡略化してドローンの利用促進を

進めるとともに，必要な安全性を確保するため，機

体認証及び操縦者の操縦ライセンス制度の創設，操

縦者が遵守すべき共通的な運航ルールの確立が進め

られている。9) 
この無人運航機の飛行レベルの特徴としては，操

縦方法として，遠隔操縦と自動・自律操縦を区別す

るとともに，目視の範囲であるかどうかを区別して

いることが挙げられる。こうした考え方は，今後，

自動運航船の自動化レベルを考える際に，遠隔操船

をどのように扱うかについての示唆を与える。 

4．船舶の自動化レベル 

ここでは，いくつかの組織で検討されている船舶

および各種舶用機器の自動化レベルについて，その

概要を示す。 
4.1 IMO 

国際海事機構（IMO）は，安全性および経済性

を向上すると期待される自動運航船（MASS：

Maritime Autonomous Surface Ship）の開発プロ

ジェクトの増加を考慮して，自動運航船の設計者や

所有者等に，明確で一貫性のある規制の枠組みを提

供する準備として，2018年より自動運航船に関す

る IMOの諸基準の論点整理（RSE：Regulatory 
Scoping Exercise）が行われ，その結果10)は，2021
年開催の第103回海上安全委員会に報告され承認さ

れた。この活動の中でいくつかの自動化のレベルが

示された。 
4.1.1 IMOの諸基準の論点整理のための自動

化の程度 

自動運航船に関するIMOの諸基準の論点整理に

先立ち，この論点整理を各機関で整合性を持って実

施するため，暫定的に自動運航船の定義と自動化の

程度（Degree of Automation）が設定された。以下

に，自動運航船（MASS）の定義と自動化の程度の

暫定案を示す。 
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自動運航船の暫定定義： 
Maritime Autonomous Surface Ship

（MASS） is defined as a ship which, to a 
varying degree, can operate independent of 
human interaction. 

自動化の程度の暫定定義： 
DDeeggrreeee  OOnnee：自動化されたプロセス処理機能

と意思決定支援機能を持った船舶 
船員が，船上システムおよび機能を操作・

制御するために乗船する。 
DDeeggrreeee  TTwwoo：船員が乗船する遠隔制御船 

船舶は，船外から操作・制御される。船員

を船内システムや機能の操作に使用できる。 
DDeeggrreeee  TThhrreeee：船員が乗船しない遠隔制御船 

船舶は，船外から操作・制御される。船員

は船内にはいない。 
DDeeggrreeee  FFoouurr：完全自律船 

船上システムが意思決定と行動判断ができ

る。 
この自動化の程度を決めるファクタとしては，以

下の2つが挙げられた。 
(1) 操船形態：手動操船，遠隔操船，自動操船の

別 
(2) 船員搭乗の有無：船上に船員が搭乗している

か？ 
なお，この自動化の程度については，諸基準の論

点整理をする際，安全な運用と規制を検討するため

には，より詳細な自動化の程度に改善すべきとの意

見もあったが，この議論の結論を得るには時間がか

かるため，論点の整理の議論においてはこの自動化

の程度をこのまま使用し，論点の整理が終了した後

で，改めて，検討することとなった。 
4.1.2 その他の提案された自動化レベル 

前の項の自動化の程度の他，IMOの諸基準の論

点整理の議論の中で，いくつか自動化レベルが提案

された。 
1つは，オーストラリア他4カ国からの共同提案

で，諸基準の論点整理のための自動化の程度の補強

を目的とした提案11)であった。この提案では，自動

運航が，社会的，倫理的に受け入れられるためには，

自動運航船といえども人間に最終的な制御と責任が

あるべきとの考えをベースにしており，自律システ

ムは適切な資格を持つ人間の監督と責任の下にとど

まる監視制御（Supervisory Control）であるべき

と主張している。 
自動化のレベルを決定するファクタとして，技術

的な自動化のレベルと人間による運用管理が挙げら

れ，これをベースとして，自律化と制御のレベルを

設定した。具体的には，以下に示す技術的な自動化

レベルを4段階に，運用管理を2段階に設定し，こ

の組み合わせで自律化と制御のレベルを定義してい

る。 
技術的自動化レベル 

AA00：手動 
単純なタスクと機能のための個別システム

レベルの自動化を含む，船舶のシステムと機

能の手動操作と制御。 
AA11：委任 

各種機能，判断，行動には，運転員の許可

が必要。運転員は，どの段階でもシステムへ

の介入が可能。 
AA22：監視 

各種機能，判断，行動に，運転員の許可は

不要。運転員には，システムが行った全ての

決定が常に通知されると共に，どの段階でも

システムへの介入が可能。 
AA33：自律 

緊急時または船舶システムがODD外にあ

る場合，システムが運転員に通知。各種機能，

判断，行動に，運転員の許可は不要。どの段

階でもシステムへの介入が可能。 
運用管理 

BB00：資格のある船員は船上に不在 
人による意味ある監視および制御は，遠隔

から実施。 
BB11：資格のある船員が乗船 

人による意味ある監視および制御を行う船

員が乗船。 
自律化と制御のレベル（Levels of Autonomy and 

Control）は，表4に示すように技術的自動化レベル

と運用管理レベルのマトリックスとして整理される。 
例えば，表中のA2-B0は，船舶は監視レベルA2

で動いており，資格のある船員が遠隔地から操船し 
 

表4 自律性と制御のレベル 

 運用管理 
B0：資格の 
ある船員不在 

B1：資格の 
ある船員乗船 

技
術
的 

自
動
化
レ
ベ
ル 

A0：手動  A0-B1 

A1：委任 A1-B0 A1-B1 

A2：監視 A2-B0 A2-B1 

A3：自律 A3-B0 A3-B1 
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ている状況B0であることを示す。 
この自律化と制御のレベルは，2020年に欧州海

上保安機関（EMSA）で実施された「自動運航船の

リスクと規制の問題点に関する研究」12)でも検討対

象の設定に使用されており，同研究では，A3-B1
（船上の船員が自律レベルのシステムで運航）と，

A2-B0（遠隔から監視レベルのシステムで運航）の

自律化と制御のレベルの船舶を対象に，新しく生ま

れるリスクと規制の問題点の検討を行った。 
もう1件はISOの活動で，現在，自動運航船の概

念等をより適切で曖昧さの少ない伝え方を提供する

ため，基本的な用語と概念の国際標準の策定を計画

し て お り ， IMO の 第 100 回 海 上 安 全 委 員 会

（MSC100）において，自律化の度合（Degree of 
Autonomy）のさまざまな定義を比較するために使

用できる一般的なフレームワークを提案13)している。

この提案では，自律化のレベルを特定する3つのフ

ァクタとして，操作の複雑さ，自動化レベル，人間

の存在をあげており，これに加えて人間の責任，タ

イミングの遅れが加えられている。 
ここでは，詳細は割愛するが，基本的な考え方は，

最新の自動車の運転自動化レベルの考え方である

SAE J30167)を踏襲していると思われる。 
4.2 ロイド船級協会の自動化レベル 

ロイド船級協会は，他の船級に先駆けて2016年
に自動運航船のガイドライン14)を発表し，この中で

自動化レベルが定義された。ロイド船級協会では，

自動運航船のガイドラインに先立ち，ICTやサイバ

ーシステムを装備したサイバー対応船のガイドライ

ンを発表し，安全性・品質・信頼性を確保する包括

的な認証手順を提供した。自動運航船は，このサイ

バー対応船の1つと位置付けられている。また，自

動化レベルは，自動運航船に対して作成されており，

航海のみならず，機関運用，各種情報サービスにつ

いても適用される。 
以下に，7つの自律化レベル（AL：Autonomy 

Level）を示す。 
自律化レベル 

AALL00：手動–自律機能はなし 
・全ての行動と意思決定を運転員が実行。 

AALL11：船内の意思決定支援 
・全ての行動を船内の運転員が実行。 
・意思決定支援ツールは，運転員にオプシ

ョンの提示等を行い，行動の選択に影響

を与えることができる。 
AALL22：船内および船外の意思決定支援 

・船内レベルの全ての行動は船内の運転員

が実行。 

・意思決定支援ツールは，運転員にオプシ

ョンの提示等を行い，行動の選択に影響

を与えることができる。 
・情報は，船内または船外から提供される

場合がある。 
AALL33：活動的な人間参加型自動化（‘Active’ 

human in the loop） 
・船内レベルの意思決定と行動は，人間の

監視下でシステムが自律的に実施。 
・影響の大きい行動決定については，運転

員による介入が可能。 
・情報は，船内または船外から提供される

場合がある。 
AALL44：人間参加型自動化 監視制御による 

・意思決定と行動は，人間の監視下でシス

テムが自律的に実施。 
・影響の大きい行動決定については，運転

員による介入が可能。 
AALL55：完全自律（アクセス可） 

・ほとんど監視されずシステムにより意思

決定と行動が行われる運転。 
AALL66：完全自律（アクセス不可） 

・全く監視されずシステムにより意思決定

と行動が行われる運転。 
この自律化レベルを分けるファクタとしては， 

AL0とAL1を分ける意思決定支援システムの有

無， 
AL1とAL2を分ける船外からの情報の有無， 
AL2とAL3を分ける行動の実施主体の人間から

システムへの移行， 
AL4とAL5を分ける人間の介入の可否および 
AL5とAL6を分ける人間によるシステムへのア

クセスの可否 
が挙げられる。 

また，制御モードとしては，AL0からAL2までが

手動制御モード，AL3とAL4が監視制御モード，

AL5とAL6が完全自動制御モードとなる。 
4.3 DNVの自動化レベル 

DNVでは，2018年に，自動運航船および遠隔操

縦船のガイドライン15)を発表し，この中で自動化レ

ベルを定義している。DNVでは，自動化レベルは

それが使用されるコンテキストにより異なると考え，

高度な観察，分析，判断が必要となる航海作業の自

動化レベルと，自動支援と自動操作の機能に分かれ

る機関運用作業の自動化レベルをこのガイドライン

では示している。ここでは，航海作業の自動化レベ

ルを紹介する。 
DNVでは，CONOPS / HAZIDの一部として設定
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された航海の運用要件と危険性に基づいて，人間が

やるべきタスクとタスク等を実施する場所の特定を

行い，以下の航海機能の自動化のレベルを定義した。 
航海機能の自動化のレベル 

MM：手動操作機能 
DDSS：意思決定支援機能 
DDSSEE：条件付きシステム実行機能を備えた意

思決定機能 
・システムによる行動の実行前に人間の

許可が必要。 
・Human in the Loopと呼ばれる。 

SSCC：自己制御機能（Self-controlled function） 
・システムが操作を実行。 
・運転員による行動のオーバーライドが

可能。 
・Human on the Loopと呼ばれる。 

AA：自律機能 
・人間の介入なしに，システムが行動を

実行。 
この自律化レベルを分けるファクタとしては， 

MとDSを分ける意思決定支援システムの有無 
DSとDSEを分ける行動実行の主体の人からシ

ステムへの移行と行動実行前の人間の許可の

要否 
DSEとSCを分ける行動実行前の人間の許可か

らオーバーライドへの移行 
SCとAを分ける人間の介入の可否 

が挙げられる。この内容は，ロイド船級協会のファ

クタと重なるものが多かった。 
また，上述の航海を対象にした自動化レベルの例

は，自動運転車のガイドライン7)の内容に沿って作

成されたとのことで，船舶と自動車の特性の違いに

よる影響は検討する必要はあるものの自動運転車の

ガイドライン7)の内容を，自動運航船のガイドライ

ンに取り込む検討をすることは，重要である。 
4.4 Bureau Veritasの自動化レベル 

Bureau Veritasは，2019年に自律型輸送のガイ

ドライン16)を発表した。このガイドラインは，輸送

の自動化を強化するシステムやさまざまな程度の意

思決定と行動を実行できる自動化システムを備えた

船舶，関連する遠隔制御センタおよび海上推進シス

テムを対象としている。こうした機器やシステムが

動作する環境を人間の関与を含めて表現するため，

「自動化の程度」，自動化システムに対する「直接制

御の程度」および「遠隔制御の程度」の3つを定義

し，この3つの程度の組み合わせで，自動化システ

ムの状況を表現した。 
以下に，3つの内容を示す。 

自動化の程度 
AA00：人間が操作 

・人間が全ての意思決定をし，機能を制御。 
・乗組員は乗船している。 
・システムあるいは船舶は情報の収集はで

きるが，人間に代わって情報の分析，意

思決定および操作の実行はできない。 
AA11：人間主導 

・人間が意思決定と行動を実施。 
・システムまたは船舶は，情報の取得，情

報の分析，および行動の提案を実行でき

るが，人間に代わって意思決定し，操作

を実行することは不可。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA22：人間に委任 

・人間はシステムが下した決定を拒否でき

る。 
・システムまたは船舶は，情報の取得，情

報の分析，および行動の開始はできるが，

人間による確認が必要。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA33：人間の監視制御 

・人間は常に意思決定と行動について知ら

されており，いつでもコントロールする

ことができる。 
・システムまたは船舶は，人間の監督下で

情報の取得，情報の分析，および行動の

開始はできる。人間による確認が不要。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA44：完全自動 

・人はいつでもコントロールすることがで

きる。 
・システムまたは船舶は，人間の介入や監

督無しに，情報の取得と分析を実行し，

意思決定を行い，操作を実行できる。シ

ステムは，緊急の場合を除いて，人間に

通知せずに機能を呼び出す。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
直接制御の程度 

DDCC00：直接制御なし 
・システムまたは船舶を監視および制御し

たり，システムエラー時に対処するため

の乗組員不在。 
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ている状況B0であることを示す。 
この自律化と制御のレベルは，2020年に欧州海

上保安機関（EMSA）で実施された「自動運航船の

リスクと規制の問題点に関する研究」12)でも検討対

象の設定に使用されており，同研究では，A3-B1
（船上の船員が自律レベルのシステムで運航）と，

A2-B0（遠隔から監視レベルのシステムで運航）の

自律化と制御のレベルの船舶を対象に，新しく生ま

れるリスクと規制の問題点の検討を行った。 
もう1件はISOの活動で，現在，自動運航船の概

念等をより適切で曖昧さの少ない伝え方を提供する

ため，基本的な用語と概念の国際標準の策定を計画

し て お り ， IMO の 第 100 回 海 上 安 全 委 員 会

（MSC100）において，自律化の度合（Degree of 
Autonomy）のさまざまな定義を比較するために使

用できる一般的なフレームワークを提案13)している。

この提案では，自律化のレベルを特定する3つのフ

ァクタとして，操作の複雑さ，自動化レベル，人間

の存在をあげており，これに加えて人間の責任，タ

イミングの遅れが加えられている。 
ここでは，詳細は割愛するが，基本的な考え方は，

最新の自動車の運転自動化レベルの考え方である

SAE J30167)を踏襲していると思われる。 
4.2 ロイド船級協会の自動化レベル 

ロイド船級協会は，他の船級に先駆けて2016年
に自動運航船のガイドライン14)を発表し，この中で

自動化レベルが定義された。ロイド船級協会では，

自動運航船のガイドラインに先立ち，ICTやサイバ

ーシステムを装備したサイバー対応船のガイドライ

ンを発表し，安全性・品質・信頼性を確保する包括

的な認証手順を提供した。自動運航船は，このサイ

バー対応船の1つと位置付けられている。また，自

動化レベルは，自動運航船に対して作成されており，

航海のみならず，機関運用，各種情報サービスにつ

いても適用される。 
以下に，7つの自律化レベル（AL：Autonomy 

Level）を示す。 
自律化レベル 

AALL00：手動–自律機能はなし 
・全ての行動と意思決定を運転員が実行。 

AALL11：船内の意思決定支援 
・全ての行動を船内の運転員が実行。 
・意思決定支援ツールは，運転員にオプシ

ョンの提示等を行い，行動の選択に影響

を与えることができる。 
AALL22：船内および船外の意思決定支援 

・船内レベルの全ての行動は船内の運転員

が実行。 

・意思決定支援ツールは，運転員にオプシ

ョンの提示等を行い，行動の選択に影響

を与えることができる。 
・情報は，船内または船外から提供される

場合がある。 
AALL33：活動的な人間参加型自動化（‘Active’ 

human in the loop） 
・船内レベルの意思決定と行動は，人間の

監視下でシステムが自律的に実施。 
・影響の大きい行動決定については，運転

員による介入が可能。 
・情報は，船内または船外から提供される

場合がある。 
AALL44：人間参加型自動化 監視制御による 

・意思決定と行動は，人間の監視下でシス

テムが自律的に実施。 
・影響の大きい行動決定については，運転

員による介入が可能。 
AALL55：完全自律（アクセス可） 

・ほとんど監視されずシステムにより意思

決定と行動が行われる運転。 
AALL66：完全自律（アクセス不可） 

・全く監視されずシステムにより意思決定

と行動が行われる運転。 
この自律化レベルを分けるファクタとしては， 

AL0とAL1を分ける意思決定支援システムの有

無， 
AL1とAL2を分ける船外からの情報の有無， 
AL2とAL3を分ける行動の実施主体の人間から

システムへの移行， 
AL4とAL5を分ける人間の介入の可否および 
AL5とAL6を分ける人間によるシステムへのア

クセスの可否 
が挙げられる。 

また，制御モードとしては，AL0からAL2までが

手動制御モード，AL3とAL4が監視制御モード，

AL5とAL6が完全自動制御モードとなる。 
4.3 DNVの自動化レベル 

DNVでは，2018年に，自動運航船および遠隔操

縦船のガイドライン15)を発表し，この中で自動化レ

ベルを定義している。DNVでは，自動化レベルは

それが使用されるコンテキストにより異なると考え，

高度な観察，分析，判断が必要となる航海作業の自

動化レベルと，自動支援と自動操作の機能に分かれ

る機関運用作業の自動化レベルをこのガイドライン

では示している。ここでは，航海作業の自動化レベ

ルを紹介する。 
DNVでは，CONOPS / HAZIDの一部として設定
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された航海の運用要件と危険性に基づいて，人間が

やるべきタスクとタスク等を実施する場所の特定を

行い，以下の航海機能の自動化のレベルを定義した。 
航海機能の自動化のレベル 

MM：手動操作機能 
DDSS：意思決定支援機能 
DDSSEE：条件付きシステム実行機能を備えた意

思決定機能 
・システムによる行動の実行前に人間の

許可が必要。 
・Human in the Loopと呼ばれる。 

SSCC：自己制御機能（Self-controlled function） 
・システムが操作を実行。 
・運転員による行動のオーバーライドが

可能。 
・Human on the Loopと呼ばれる。 

AA：自律機能 
・人間の介入なしに，システムが行動を

実行。 
この自律化レベルを分けるファクタとしては， 

MとDSを分ける意思決定支援システムの有無 
DSとDSEを分ける行動実行の主体の人からシ

ステムへの移行と行動実行前の人間の許可の

要否 
DSEとSCを分ける行動実行前の人間の許可か

らオーバーライドへの移行 
SCとAを分ける人間の介入の可否 

が挙げられる。この内容は，ロイド船級協会のファ

クタと重なるものが多かった。 
また，上述の航海を対象にした自動化レベルの例

は，自動運転車のガイドライン7)の内容に沿って作

成されたとのことで，船舶と自動車の特性の違いに

よる影響は検討する必要はあるものの自動運転車の

ガイドライン7)の内容を，自動運航船のガイドライ

ンに取り込む検討をすることは，重要である。 
4.4 Bureau Veritasの自動化レベル 

Bureau Veritasは，2019年に自律型輸送のガイ

ドライン16)を発表した。このガイドラインは，輸送

の自動化を強化するシステムやさまざまな程度の意

思決定と行動を実行できる自動化システムを備えた

船舶，関連する遠隔制御センタおよび海上推進シス

テムを対象としている。こうした機器やシステムが

動作する環境を人間の関与を含めて表現するため，

「自動化の程度」，自動化システムに対する「直接制

御の程度」および「遠隔制御の程度」の3つを定義

し，この3つの程度の組み合わせで，自動化システ

ムの状況を表現した。 
以下に，3つの内容を示す。 

自動化の程度 
AA00：人間が操作 

・人間が全ての意思決定をし，機能を制御。 
・乗組員は乗船している。 
・システムあるいは船舶は情報の収集はで

きるが，人間に代わって情報の分析，意

思決定および操作の実行はできない。 
AA11：人間主導 

・人間が意思決定と行動を実施。 
・システムまたは船舶は，情報の取得，情

報の分析，および行動の提案を実行でき

るが，人間に代わって意思決定し，操作

を実行することは不可。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA22：人間に委任 

・人間はシステムが下した決定を拒否でき

る。 
・システムまたは船舶は，情報の取得，情

報の分析，および行動の開始はできるが，

人間による確認が必要。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA33：人間の監視制御 

・人間は常に意思決定と行動について知ら

されており，いつでもコントロールする

ことができる。 
・システムまたは船舶は，人間の監督下で

情報の取得，情報の分析，および行動の

開始はできる。人間による確認が不要。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA44：完全自動 

・人はいつでもコントロールすることがで

きる。 
・システムまたは船舶は，人間の介入や監

督無しに，情報の取得と分析を実行し，

意思決定を行い，操作を実行できる。シ

ステムは，緊急の場合を除いて，人間に

通知せずに機能を呼び出す。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
直接制御の程度 

DDCC00：直接制御なし 
・システムまたは船舶を監視および制御し

たり，システムエラー時に対処するため

の乗組員不在。 
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DDCC11：利用可能な直接制御 
・乗組員が乗船しており，システムの警報

等に対処できるが船内の制御ステーショ

ンには人がいない場合がある。 
DDCC22：不連続な直接制御 

・システムまたは船舶は，船内の制御ステ

ーションの乗組員によって監視および制

御される。ただし，監視と制御は短期間

中断される場合がある。 
・乗組員は，システムからの警告に対応し

て制御を行う準備ができており，船内の

制御ステーションを常に利用可能。 
DDCC33：完全な直接制御 

・システムまたは船舶は，船内の制御ステ

ーションの乗組員によって，常に監視お

よび制御される。 
遠隔制御の程度 

RRCC00：遠隔制御なし 
・船外の遠隔操作センタに運転員不在。 

RRCC11：利用可能遠隔制御 
・船外の遠隔操作センタに運転員がおり，

システムの警報等に対処できる。 
・制御ステーションに人がいない場合があ

る。 
RRCC22：不連続な遠隔制御 

・システムまたは船舶は，船外の遠隔操作

センタの運転員によって監視および制御

される。ただし，監視と制御は短期間中

断される場合がある。 
・運転員は，システムからの警告に対応し

て制御を行う準備ができており，船内の

制御ステーションを常に利用可能。 
RRCC33：完全な遠隔制御 

・システムまたは船舶は，船外の遠隔操作

センタの運転員によっていつでもアクテ

ィブに監視および制御されます。 
このガイドラインでは，情報収集，情報分析，意

思決定，行動の実行といった内容で構成されるタス

クをこなす際の人間とシステムの関わりを表現する

自動化の程度と，船上および遠隔地での運転員の

在・不在や2章で述べた制御モード，および常時監

視の有無等を表す制御の程度で，自動化システムの

形態を表現している。 
この自動化の程度を分けるファクタとしては， 

意思決定支援システムの有無 
行動実行前の人間の許可の要否 
人間の介入機能の有無 
人間への報告の有無 

が挙げられる。 
このファクタは，ロイド船級協会のファクタと重

なるものが多かった。 
また，制御の程度を分けるファクタは，直接制御

および遠隔制御ともに， 
運転員の有無 
人のいない時間帯の有無および多寡 

であった。 
制御の程度での常時監視については，ここで初め

て明確に記述されていたが，自動車の自動運転のレ

ベル3でも一時的な常時監視の中断が許されており，

船舶の自動化レベルの検討には加えるべきと考える。 
4.5 日本海事協会の自動化レベル 

日本海事協会は，2020年に自動運航，自律運航

に関するガイドライン Ver.1.017)を発表した。この

ガイドラインは，船上作業における認知，判断，対

応，といった人間の意思決定プロセスの一部もしく

は全てが自動化あるいは遠隔制御されたシステム，

並びに，これらを搭載した船舶を対象としている。 
このガイドラインでは，自動化システムおよび遠

隔制御システムを分類するため，以下の4つの指標

を用いている。 
(1) 自動化の範囲 
(2) 遠隔制御の範囲 
(3) フォールバックの実行主体 
(4) 限定領域の内容 
この内，3つの指標 (1) 自動化の範囲，(2) 遠

隔制御の範囲，(3) フォールバックの実行主体 に

ついては，分類例を示されているので，以下に示す。 
自動化の範囲 

レレベベルル00： 
・人間が全てのサブタスクを実行 
・サブタスクの実行主体は人間 

レレベベルルII： 
・一部の意思決定サブタスクをコンピュー

タシステムが実行 
・サブタスクの実行主体はコンピュータお

よび人間 
レレベベルルIIII： 

・全ての意思決定サブタスクをコンピュー

タシステムが実行 
・サブタスクの実行主体はコンピュータシ

ステム 
遠隔制御の範囲 

レレベベルル00： 
・船上の乗組員が全てのサブタスクを実行 
・サブタスクの実行主体は船上の乗組員 
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レレベベルルII： 
・一部の意思決定サブタスクを遠隔で実行 
・サブタスクの実行主体は船上の乗組員お

よび遠隔制御施設の遠隔運転員 
レレベベルルIIII： 

・全ての意思決定サブタスクを遠隔で実行 
・サブタスクの実行主体は遠隔制御施設の

遠隔運転員 
フォールバックの実行主体 

レレベベルル00： 
・フォールバックを人間が実行 
・フォールバックの実行主体は人間 

レレベベルルII： 
・フォールバックを人間とコンピュータシ

ステムシステムが分担して実行 
・フォールバックの実行主体は人間および

コンピュータシステムシステム 
レレベベルルIIII： 

・フォールバックをコンピュータシステム

システムが実行 
・フォールバックの実行主体は人間および

コンピュータシステムシステム 
この分類では，各指標のシステムの性質と実行主

体が定義されており，自動化システムの分類をする

際に用いられている。 
ただし，この分類は，各要素をわかりやすく説明

するために個別に設定したもので，実際のシステム

は，この3つの要素の指標の組み合わせで分類でき

るとしており，例えば，「一部の意思決定サブタス

クをコンピュータシステムが実行し，フォールバッ

クを人間が実施する」システムの場合，表5のよう

な組み合わせがあることを示している。 
 
表5 自動化システムと遠隔制御システムおよび 

フォールバックの組み合わせの例 

分類 
タスクの実行主体 フォール 

バックの 
主体 船内 RCC 

AC RC FB Human CS Human CS Human CS 
I 0 0 ○ ○   ◎  
I I 0 ○   ○ ◎  
I I 0  ○ ○  ◎  
AC：自動化の範囲 
RC：遠隔制御の範囲 
FB：フォールバックの実行主体 
RCC：遠隔制御施設 
CS：コンピュータシステム 
◎：全て実施 
○：分担して実施 

日本海事協会のガイドラインには，DNVと同じ

く自動化のレベルは，一意に決められるものではな

くタスクや状況等により変わるものとの立場から，

自動化の範囲，遠隔操作の範囲，フォールバックの

実行主体に対して，抽象的な対象への基本的な分類

法として示されていた。このため，レベルを分ける

ファクタは明確には規定されていなかった。 
また，フォールバックの実行主体を加えたのは，

海事分野の自動化レベルの表現では，新しい考えで

あった。 
4.6 American Bureau of Shipping（ABS）の

自動化レベル 

ABSは，2021年に自律と遠隔制御の機能のガイ

ドライン18)を発表した。このガイドラインは，全て

の船舶およびオフショアユニットを対象としている。

また，このガイドラインでカバーされている自律機

能は，船舶およびオフショアユニットの操作を可能

にする機能に焦点を当てており，無人操作を意味す

るものではなかった。 
このガイドラインが適用される対象としては，航

海（NAV），操船（MNV），係留（MOR），着桟

（DOC），推進器（PRP），補機（AUX），環境保護

（ENV），貨物操作（CGH），バラスト操作（BAL），
工業プロセス（IND）の多岐にわたる機能が設定さ

れており，自律レベルはこの全ての機能について適

用される。また，各機能はコード化されており，以

下で示す自律機能のノーテーションの表示時に使用

される。 
このガイドラインでは，自律性を「スマート」，

「半自律」，「完全自律」の3つレベルで定義してお

り，これに基づきノーテーションも設定している。

以下に自律のレベルの定義を示す。 
自律性のレベル 

自自律律レレベベルル11：スマート：システムによる人間

の機能の拡張 
・システムは，システムの異常の検出，

診断，予測，決定/アクションの代替等

の受動的な意思決定支援を提供。 
・ノーテーション：SMART 

自自律律レレベベルル22：半自律：人間によるシステムの

機能の拡張 
・スマートな基盤上の構成されたシステ

ムと人間の意思決定および行動の組み

合わせによって管理。 
・ノーテーション：AUTONOMOUS 

自自律律レレベベルル33：完全自律：システム機能への人

間の関与なし 
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DDCC11：利用可能な直接制御 
・乗組員が乗船しており，システムの警報

等に対処できるが船内の制御ステーショ

ンには人がいない場合がある。 
DDCC22：不連続な直接制御 

・システムまたは船舶は，船内の制御ステ

ーションの乗組員によって監視および制

御される。ただし，監視と制御は短期間

中断される場合がある。 
・乗組員は，システムからの警告に対応し

て制御を行う準備ができており，船内の

制御ステーションを常に利用可能。 
DDCC33：完全な直接制御 

・システムまたは船舶は，船内の制御ステ

ーションの乗組員によって，常に監視お

よび制御される。 
遠隔制御の程度 

RRCC00：遠隔制御なし 
・船外の遠隔操作センタに運転員不在。 

RRCC11：利用可能遠隔制御 
・船外の遠隔操作センタに運転員がおり，

システムの警報等に対処できる。 
・制御ステーションに人がいない場合があ

る。 
RRCC22：不連続な遠隔制御 

・システムまたは船舶は，船外の遠隔操作

センタの運転員によって監視および制御

される。ただし，監視と制御は短期間中

断される場合がある。 
・運転員は，システムからの警告に対応し

て制御を行う準備ができており，船内の

制御ステーションを常に利用可能。 
RRCC33：完全な遠隔制御 

・システムまたは船舶は，船外の遠隔操作

センタの運転員によっていつでもアクテ

ィブに監視および制御されます。 
このガイドラインでは，情報収集，情報分析，意

思決定，行動の実行といった内容で構成されるタス

クをこなす際の人間とシステムの関わりを表現する

自動化の程度と，船上および遠隔地での運転員の

在・不在や2章で述べた制御モード，および常時監

視の有無等を表す制御の程度で，自動化システムの

形態を表現している。 
この自動化の程度を分けるファクタとしては， 

意思決定支援システムの有無 
行動実行前の人間の許可の要否 
人間の介入機能の有無 
人間への報告の有無 

が挙げられる。 
このファクタは，ロイド船級協会のファクタと重

なるものが多かった。 
また，制御の程度を分けるファクタは，直接制御

および遠隔制御ともに， 
運転員の有無 
人のいない時間帯の有無および多寡 

であった。 
制御の程度での常時監視については，ここで初め

て明確に記述されていたが，自動車の自動運転のレ

ベル3でも一時的な常時監視の中断が許されており，

船舶の自動化レベルの検討には加えるべきと考える。 
4.5 日本海事協会の自動化レベル 

日本海事協会は，2020年に自動運航，自律運航

に関するガイドライン Ver.1.017)を発表した。この

ガイドラインは，船上作業における認知，判断，対

応，といった人間の意思決定プロセスの一部もしく

は全てが自動化あるいは遠隔制御されたシステム，

並びに，これらを搭載した船舶を対象としている。 
このガイドラインでは，自動化システムおよび遠

隔制御システムを分類するため，以下の4つの指標

を用いている。 
(1) 自動化の範囲 
(2) 遠隔制御の範囲 
(3) フォールバックの実行主体 
(4) 限定領域の内容 
この内，3つの指標 (1) 自動化の範囲，(2) 遠

隔制御の範囲，(3) フォールバックの実行主体 に

ついては，分類例を示されているので，以下に示す。 
自動化の範囲 

レレベベルル00： 
・人間が全てのサブタスクを実行 
・サブタスクの実行主体は人間 

レレベベルルII： 
・一部の意思決定サブタスクをコンピュー

タシステムが実行 
・サブタスクの実行主体はコンピュータお

よび人間 
レレベベルルIIII： 

・全ての意思決定サブタスクをコンピュー

タシステムが実行 
・サブタスクの実行主体はコンピュータシ

ステム 
遠隔制御の範囲 

レレベベルル00： 
・船上の乗組員が全てのサブタスクを実行 
・サブタスクの実行主体は船上の乗組員 
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レレベベルルII： 
・一部の意思決定サブタスクを遠隔で実行 
・サブタスクの実行主体は船上の乗組員お

よび遠隔制御施設の遠隔運転員 
レレベベルルIIII： 

・全ての意思決定サブタスクを遠隔で実行 
・サブタスクの実行主体は遠隔制御施設の

遠隔運転員 
フォールバックの実行主体 

レレベベルル00： 
・フォールバックを人間が実行 
・フォールバックの実行主体は人間 

レレベベルルII： 
・フォールバックを人間とコンピュータシ

ステムシステムが分担して実行 
・フォールバックの実行主体は人間および

コンピュータシステムシステム 
レレベベルルIIII： 

・フォールバックをコンピュータシステム

システムが実行 
・フォールバックの実行主体は人間および

コンピュータシステムシステム 
この分類では，各指標のシステムの性質と実行主

体が定義されており，自動化システムの分類をする

際に用いられている。 
ただし，この分類は，各要素をわかりやすく説明

するために個別に設定したもので，実際のシステム

は，この3つの要素の指標の組み合わせで分類でき

るとしており，例えば，「一部の意思決定サブタス

クをコンピュータシステムが実行し，フォールバッ

クを人間が実施する」システムの場合，表5のよう

な組み合わせがあることを示している。 
 
表5 自動化システムと遠隔制御システムおよび 

フォールバックの組み合わせの例 

分類 
タスクの実行主体 フォール 

バックの 
主体 船内 RCC 

AC RC FB Human CS Human CS Human CS 
I 0 0 ○ ○   ◎  
I I 0 ○   ○ ◎  
I I 0  ○ ○  ◎  
AC：自動化の範囲 
RC：遠隔制御の範囲 
FB：フォールバックの実行主体 
RCC：遠隔制御施設 
CS：コンピュータシステム 
◎：全て実施 
○：分担して実施 

日本海事協会のガイドラインには，DNVと同じ

く自動化のレベルは，一意に決められるものではな

くタスクや状況等により変わるものとの立場から，

自動化の範囲，遠隔操作の範囲，フォールバックの

実行主体に対して，抽象的な対象への基本的な分類

法として示されていた。このため，レベルを分ける

ファクタは明確には規定されていなかった。 
また，フォールバックの実行主体を加えたのは，

海事分野の自動化レベルの表現では，新しい考えで

あった。 
4.6 American Bureau of Shipping（ABS）の

自動化レベル 

ABSは，2021年に自律と遠隔制御の機能のガイ

ドライン18)を発表した。このガイドラインは，全て

の船舶およびオフショアユニットを対象としている。

また，このガイドラインでカバーされている自律機

能は，船舶およびオフショアユニットの操作を可能

にする機能に焦点を当てており，無人操作を意味す

るものではなかった。 
このガイドラインが適用される対象としては，航

海（NAV），操船（MNV），係留（MOR），着桟

（DOC），推進器（PRP），補機（AUX），環境保護

（ENV），貨物操作（CGH），バラスト操作（BAL），
工業プロセス（IND）の多岐にわたる機能が設定さ

れており，自律レベルはこの全ての機能について適

用される。また，各機能はコード化されており，以

下で示す自律機能のノーテーションの表示時に使用

される。 
このガイドラインでは，自律性を「スマート」，

「半自律」，「完全自律」の3つレベルで定義してお

り，これに基づきノーテーションも設定している。

以下に自律のレベルの定義を示す。 
自律性のレベル 

自自律律レレベベルル11：スマート：システムによる人間

の機能の拡張 
・システムは，システムの異常の検出，

診断，予測，決定/アクションの代替等

の受動的な意思決定支援を提供。 
・ノーテーション：SMART 

自自律律レレベベルル22：半自律：人間によるシステムの

機能の拡張 
・スマートな基盤上の構成されたシステ

ムと人間の意思決定および行動の組み

合わせによって管理。 
・ノーテーション：AUTONOMOUS 

自自律律レレベベルル33：完全自律：システム機能への人

間の関与なし 
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・システムは意思決定を行い，自律的に

行動実施。 
・人間は監視機能のみを実行。システム

に介入するオーバーライド機能あり。 
・ノーテーション：AUTONOMOUS 

また，このガイドラインでは，人の関わりを明確

にするため，操作監視レベルが定義されている。操

作監視レベルは，運転員の作業場所を2箇所（船内

あるいは遠隔地），運転員に要求される注意の度合

いを3段階で定義し，この組み合わせで定義される。 
以下，要求注意レベルを示した後，表6に操作監

視レベルを示す。 
要求注意レベル 

要要求求注注意意レレベベルル11：継続的な監視 
・機能の運用全体を通じて，（中断なしの）

継続的な操作員による監視。 
要要求求注注意意レレベベルル22：間欠的な監視 

・機能の運用全体を通じて，設定された間

隔で運転員による監視が必要。間隔の長

さと運転員による監視を確実にする手段

は，船舶運航者によって決定され，運航

概念文書に記載。 
要要求求注注意意レレベベルル33：必要ベースの監視（システ

ム通知または操作モードに対応） 
・機能の操作全体を通して，運転員による

監視は必要に応じてのみ実施。詳細は船

舶運航者が決定し，運航概念文書に記載。 
 
この要求注意レベルは，対象機能とともに，ノー

テーションAUTONOMOUSの属性値となっており，

例えば，AUTONOMOUS（NAV,OP1,RO1）と記

述する航海関係の船上および遠隔地の運転員による 
 

表6 操作監視レベル 

操作監視 
レベルと 
その符号 

求められる 
注意レベル 

運転員 
作業場所 

OP1 要要求求注注意意レレベベルル11： 
継続的な監視 

船上 

OP2 要要求求注注意意レレベベルル22： 
間欠的な監視 

船上 

OP3 要要求求注注意意レレベベルル33： 
必要ベースの監視 

船上 

RO1 要要求求注注意意レレベベルル11： 
継続的な監視 

遠隔地 

RO2 要要求求注注意意レレベベルル22： 
間欠的な監視 

遠隔地 

RO3 要要求求注注意意レレベベルル33： 
必要ベースの監視 

遠隔地 

継続的な監視がいる操作であることを示している。 
本ガイドラインでは，自律のレベルの他に，要求

注意レベルと運転員の作業場所（船上か遠隔地か）

を組み合わせて人間と機械の関わりを示していた。 
自律のレベルは，比較的簡単に記述している他，

要求注意レベルは，Bureau Veritasの直接・遠隔制

御の程度の内容にあたり，自動運航船を考える上で，

重要な検討項目である人による常時監視の有無の段

階的な状況を示しており，重要な検討課題である。 

5．自動化レベルの分類のファクタ 

今回示した自動化レベルを俯瞰してみると，自動

化レベルの多くは，自動化システムを，情報収集，

認識，判断，行動の各タスクをループして行う運転

作業を支援・代行するシステムとしてとらえており，

それぞれの自動化システムが支援・代行をどこまで

やるかで，自動化のレベルを設定している。 
また，自動化レベルには，手動制御から完全自動

制御までのレベルがあり，具体的には，手動，委任，

監視，完全自動の4つのレベルの制御モードをベー

スに多くの自動化レベルが設定されていた。このレ

ベル分けは，Sheridanが示した制御モードの手動

制御から監視制御，完全自動制御までの制御法の変

遷に対応しており，比較的複雑なシステムでも，こ

の制御モードを使用することにより，容易に説明で

きる。特に，人がどのような役割を担っているかあ

るいは制御の主体がどのレベルで変わるのかが分か

りやすく表現されているので，Sheridanが示した

制御モードは自動化システムの動きの概要を適切に

理解するためには良い指標と考えられる。 
この制御モードをベースとした自動化レベルを分

類するファクタとしては，以下が挙げられる。 
・支援情報の提供の有無 
・行動前の人の許可 
・制御実施主体の人からシステムへの移行 
・介入手段の有無 
・制御結果の人への報告の有無 

次に，制御モードに関連する項目以外で自動化レ

ベルを分けるファクタとしては，以下がある。 
・常時監視の要否 
・運転員の有無と所在地 

常時監視の要否は，自動車の自動化レベル3では，

携帯電話の利用等間欠的な監視を許容している他，

ABSのガイドラインでは人による監視の度合いを

常時監視，間欠監視，必要ベースの監視に分けてい

る等，比較的後に発表された船級協会のガイドライ

ンの中には，示されている。 
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もう1つのファクタとして，運転員の有無と所在

地がある。運転員の所在は，運転員が船上にいる場

合といない場合，遠隔制御センタにいる場合といな

い場合があり，この組み合わせで4ケースある。こ

れも多くの船級の自動化レベルで，運転員の監視の

度合いと組み合わせて分類に用いられている。また，

船舶の遠隔操縦については，現在目視の範囲内にあ

るかについての言及はないが，今後特に無人の小型

船の検討をする場合加える必要がある。 
最後に，自動車の自動化レベルには，表3に示す

通り自動化システムを作成する上で必要となる

ConOps等で示された動的運転タスク（DDT：

Dynamic Driving Task ）， 運 用 設 計 ド メ イ ン

（ODD：Operational Design Domain）の概念，障

害物およびイベント検出対応（OEDR：Object and 
event detection and response）等のサブタスクと

しての概念等が含まれており，いくつかの船級協会

ではこの概念を踏襲している。こうした概念を，取

り込むことによるコストについては考慮が必要であ

るが，こうした概念は，今後自動化レベルを検討す

る上で重要となると考える。 

6．まとめ 

本報告では，自動運航船およびこれを実現する各

種自動化システムの機能と人間との関わりについて，

共通の理解を得ることを目的とした自動化レベルに

ついて，過去の検討内容を調査するとともに，自動

化が進んでいる自動車の自動化レベルと無人航空機

(ドローン)の飛行レベル，および現在までに各種海

事関係機関およびいくつかの船級協会から示された

自動化レベルについて，その概要と自動化レベルを

分類するファクタについて取りまとめた。このファ

クタは，各システムへの人間の関わり方の違いを明

確にし，常時監視や非常時の介入等人間に求められ

るタスクも明らかにしている。 
これにより，これまでの自動化レベル作成の経緯

や，自動化レベルで示される自動化システムの機能

が明確になり，自動化システムを表現する時に有用

な分類法が整理できた。 
自動車の自動化レベルに見られるように，自動化

システムが進化していくにつれて，自動化レベルに

も多様なファクタが追加され進化していくと考えら

れ，今後船舶の自動化レベルの検討の際にこの調査

内容が活用されればありがたい。 
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・システムは意思決定を行い，自律的に

行動実施。 
・人間は監視機能のみを実行。システム

に介入するオーバーライド機能あり。 
・ノーテーション：AUTONOMOUS 

また，このガイドラインでは，人の関わりを明確

にするため，操作監視レベルが定義されている。操

作監視レベルは，運転員の作業場所を2箇所（船内

あるいは遠隔地），運転員に要求される注意の度合

いを3段階で定義し，この組み合わせで定義される。 
以下，要求注意レベルを示した後，表6に操作監

視レベルを示す。 
要求注意レベル 

要要求求注注意意レレベベルル11：継続的な監視 
・機能の運用全体を通じて，（中断なしの）

継続的な操作員による監視。 
要要求求注注意意レレベベルル22：間欠的な監視 

・機能の運用全体を通じて，設定された間

隔で運転員による監視が必要。間隔の長

さと運転員による監視を確実にする手段

は，船舶運航者によって決定され，運航

概念文書に記載。 
要要求求注注意意レレベベルル33：必要ベースの監視（システ

ム通知または操作モードに対応） 
・機能の操作全体を通して，運転員による

監視は必要に応じてのみ実施。詳細は船

舶運航者が決定し，運航概念文書に記載。 
 
この要求注意レベルは，対象機能とともに，ノー

テーションAUTONOMOUSの属性値となっており，

例えば，AUTONOMOUS（NAV,OP1,RO1）と記

述する航海関係の船上および遠隔地の運転員による 
 

表6 操作監視レベル 

操作監視 
レベルと 
その符号 

求められる 
注意レベル 

運転員 
作業場所 

OP1 要要求求注注意意レレベベルル11： 
継続的な監視 

船上 

OP2 要要求求注注意意レレベベルル22： 
間欠的な監視 

船上 

OP3 要要求求注注意意レレベベルル33： 
必要ベースの監視 

船上 

RO1 要要求求注注意意レレベベルル11： 
継続的な監視 

遠隔地 

RO2 要要求求注注意意レレベベルル22： 
間欠的な監視 

遠隔地 

RO3 要要求求注注意意レレベベルル33： 
必要ベースの監視 

遠隔地 

継続的な監視がいる操作であることを示している。 
本ガイドラインでは，自律のレベルの他に，要求

注意レベルと運転員の作業場所（船上か遠隔地か）

を組み合わせて人間と機械の関わりを示していた。 
自律のレベルは，比較的簡単に記述している他，

要求注意レベルは，Bureau Veritasの直接・遠隔制

御の程度の内容にあたり，自動運航船を考える上で，

重要な検討項目である人による常時監視の有無の段

階的な状況を示しており，重要な検討課題である。 

5．自動化レベルの分類のファクタ 

今回示した自動化レベルを俯瞰してみると，自動

化レベルの多くは，自動化システムを，情報収集，

認識，判断，行動の各タスクをループして行う運転

作業を支援・代行するシステムとしてとらえており，

それぞれの自動化システムが支援・代行をどこまで

やるかで，自動化のレベルを設定している。 
また，自動化レベルには，手動制御から完全自動

制御までのレベルがあり，具体的には，手動，委任，

監視，完全自動の4つのレベルの制御モードをベー

スに多くの自動化レベルが設定されていた。このレ

ベル分けは，Sheridanが示した制御モードの手動

制御から監視制御，完全自動制御までの制御法の変

遷に対応しており，比較的複雑なシステムでも，こ

の制御モードを使用することにより，容易に説明で

きる。特に，人がどのような役割を担っているかあ

るいは制御の主体がどのレベルで変わるのかが分か

りやすく表現されているので，Sheridanが示した

制御モードは自動化システムの動きの概要を適切に

理解するためには良い指標と考えられる。 
この制御モードをベースとした自動化レベルを分

類するファクタとしては，以下が挙げられる。 
・支援情報の提供の有無 
・行動前の人の許可 
・制御実施主体の人からシステムへの移行 
・介入手段の有無 
・制御結果の人への報告の有無 

次に，制御モードに関連する項目以外で自動化レ

ベルを分けるファクタとしては，以下がある。 
・常時監視の要否 
・運転員の有無と所在地 

常時監視の要否は，自動車の自動化レベル3では，

携帯電話の利用等間欠的な監視を許容している他，

ABSのガイドラインでは人による監視の度合いを

常時監視，間欠監視，必要ベースの監視に分けてい

る等，比較的後に発表された船級協会のガイドライ

ンの中には，示されている。 
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もう1つのファクタとして，運転員の有無と所在

地がある。運転員の所在は，運転員が船上にいる場

合といない場合，遠隔制御センタにいる場合といな

い場合があり，この組み合わせで4ケースある。こ

れも多くの船級の自動化レベルで，運転員の監視の

度合いと組み合わせて分類に用いられている。また，

船舶の遠隔操縦については，現在目視の範囲内にあ

るかについての言及はないが，今後特に無人の小型

船の検討をする場合加える必要がある。 
最後に，自動車の自動化レベルには，表3に示す

通り自動化システムを作成する上で必要となる

ConOps等で示された動的運転タスク（DDT：

Dynamic Driving Task ）， 運 用 設 計 ド メ イ ン

（ODD：Operational Design Domain）の概念，障

害物およびイベント検出対応（OEDR：Object and 
Event Detection and Response）等のサブタスクと

しての概念等が含まれており，いくつかの船級協会

ではこの概念を踏襲している。こうした概念を，取

り込むことによるコストについては考慮が必要であ

るが，こうした概念は，今後自動化レベルを検討す

る上で重要となると考える。 

6．まとめ 

本報告では，自動運航船およびこれを実現する各

種自動化システムの機能と人間との関わりについて，

共通の理解を得ることを目的とした自動化レベルに

ついて，過去の検討内容を調査するとともに，自動

化が進んでいる自動車の自動化レベルと無人航空機

(ドローン)の飛行レベル，および現在までに各種海

事関係機関およびいくつかの船級協会から示された

自動化レベルについて，その概要と自動化レベルを

分類するファクタについて取りまとめた。このファ

クタは，各システムへの人間の関わり方の違いを明

確にし，常時監視や非常時の介入等人間に求められ

るタスクも明らかにしている。 
これにより，これまでの自動化レベル作成の経緯

や，自動化レベルで示される自動化システムの機能

が明確になり，自動化システムを表現する時に有用

な分類法が整理できた。 
自動車の自動化レベルに見られるように，自動化

システムが進化していくにつれて，自動化レベルに

も多様なファクタが追加され進化していくと考えら

れ，今後船舶の自動化レベルの検討の際にこの調査

内容が活用されればありがたい。 
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船舶の火災安全対策への取り組み 
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1．はじめに 

船舶の火災安全対策はSOLAS条約において規定

されており，これまで大規模な火災事故が発生する

たびに改正が重ねられてきた。近年の大型化するコ

ンテナ運搬船に対しても条約改正が行われてきたも

のの大きな損害を被る火災事故が複数発生しており，

更なる安全性の向上のためにIMOにおいて見直し

が行われようとしている。また，現在審議されてい

るロールオン・ロールオフ旅客船の火災安全対策に

加え，リチウムイオン電池を搭載する自動車や水素，

天然ガス，メタノールやエタノール等の新燃料を利

用する自動車の火災に対する安全要件についても

IMOで問題提起され，今後検討が予定されている。

これとは別に，ガソリンを燃料とする自動車を主に

運搬する大型の自動車運搬船においても火災事故が

報告されており，国土交通省の主導によって，国内

検討会において安全対策の検討が行われ，「固定式

泡消火装置の効果的使用のための改善策」がとりま

とめられた。 
本稿では，コンテナ運搬船及び自動車運搬船に関

し，IMOで議論されている火災安全対策の動向に

ついて解説するとともに，今後の条約改正に先んじ

て，コンテナ運搬船を運航する船主や船舶管理会社

が自発的に進める追加の火災安全対策の動きに対応

した本会の取り組み及び自動車運搬船に対する国内

検討会での火災安全対策について紹介する。 

2．コンテナ運搬船の火災安全対策 

2.1 IMOの動向 

コンテナ運搬船の大型化に伴いこれまでIMOで

は火災安全性を向上・確保するためにSOLAS条約

の改正を重ねてきているが，依然として火災事故が

発生している現状を考慮して，更なる安全性を高め

るための検討が提案されている。具体的には，第

102回海上安全委員会（MSC102）に，コンテナ運

搬船の火災安全対策に関する新たな要件の策定を提

案する新規作業計画案について，マーシャル諸島，

シンガポール，世界海運評議会WSC及び国際船級

協会連合IACSの共同提案文書，並びにバハマ，ド

イツ，国際海上保険連合IUMI及びボルチック国際

海運協議会BIMCO等の共同提案文書がそれぞれ提

出された。 
これらの提案は，2021年5月開催の第103回海上

安全委員会（MSC103）において，コンテナ運搬船

の火災安全対策に関する新規作業計画として承認さ

れ，翌年開催の第8回船舶設備小委員会（SSE8）
から，コンテナ運搬船の貨物倉及び甲板上の貨物区

域に対する安全対策の具体的な審議が開始される。

この計画では，SOLAS II-2章及び火災安全設備コ

ード（FSSコード）の改正審議は2025年までに完

了し，2028年1月の発効が目標となっている。 
 

 
図1 コンテナ運搬船 
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